
施工者 申込者 金融機関 青森市

融雪施設設置支援制度の流れ

見積依頼見積書の提出

決定通知書の受取

工事着手の依頼

※貸付決定日から３ケ月以内

に金銭消費貸借契約を締結

する必要があります

支援制度の申込

〇添付書類

・支援制度利用申込書（様式1）

・工事見積書

・配置図及び排水経路図（様式2）

・付近見取図（様式3）

・土地使用承諾書（様式4）※

・添付書類省略に係る同意書

※申請者の所有地以外に設置す

る場合

支援対象者通知書の送付

（様式６）

受付・審査

受付・審査
金融機関で借入の申込

・支援対象者通知書を持参

工事着手
可：貸付決定通知書（様式7）

否：資金の貸付について（様式8）

写しを市に送付

工事完了
工事完了届の提出（様式10）

・着工前完了後の写真を添付

工事完了確認通知書

の送付（様式11）

工事の完了を確認

金融機関で契約手続き

・工事完了確認通知書

・金融機関が必要とする書類

を持参

金銭消費貸借契約の締結

工事代金の受領
貸付金の受領

工事代金の支払い

貸付の可否を決定

施工者の決定

貸付の可否を確認

返済の開始

貸付の翌月の15日から

(毎月15日）

元金・利子の受領 利子の補給 （年2回）


